
⑸ 　職員手当の状況（令和４年度支給割合） 
① 期末勤勉手当 

区分
大崎町 国

６月期 12月期 計 ６月期 12月期 計

期末手当 1.200月 1.200月 2.400月 1.200月 1.200月 2.400月

勤勉手当 0.950月 1.050月 2.000月 0.950月 1.050月 2.000月

計 2.150月 2.250月 4.400月 2.150月 2.250月 4.400月

③ その他の手当（令和４年４月１日現在）

内容・支給単価 国の制度
との異同

支給実績
（R３年決算）

扶養手当

■ 配偶者　6,500円

同 18,725千円■  配偶者以外の扶養親族　１人につき 10,000円

■ 特定期間（16歳～ 22歳）の子の加算　１人につき5,000円

住居手当

■ 借家（家賃月額　16,000円を超える場合に限る）
　◦家賃月額27,000円までは16,000円との差額
　◦ 家賃月額27,000円を超える場合は27,000円を控除した額の

1/2（限度額17,000円）に11,000円に加算した額

同 9,009千円

通勤手当
■ 自動車等利用者
　◦２㎞以上５㎞未満　2,000円
　◦５㎞以上　距離に応じて　4,200円～ 31,600円

同 3,038千円

⑹　特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

区分 給料月額等 期末手当

町　長 772,000円
 （令和３年度）

６月期　1.675月分　
12月期　1.675月分　

合計　　3.35月分　

副町長 613,000円

教育長 573,000円

議　長 308,800円

副議長 254,800円

議　員 231,600円

⑺　職員の勤務時間等
勤 務 時 間 午前８時30分～午後５時15分

休 憩 時 間 正午～午後１時　計60分

１ 日 の 勤 務 時 間 ７時間45分

１週間の勤務時間 38時間45分

週 休 日 土・日曜日（一部施設等除く）

⑼　懲戒処分の状況（令和４年度）

免職 停職 減給 戒告 計

0 ０ ０ ０ ０

⑻　分限処分の状況（令和４年度）

免職 降任 休職 計

０ ０ 1 1

 
② 時間外勤務手当

時
間
外
勤
務
手
当

支給総額 20,107千円

職員
１人当り
支給年額

147千円
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